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再入学について 

１．再入学とは 

願い出により任意退学を許可された学生、または、学費未納により抹籍となり措置退学とみなされた学生は、

退学となった年度の翌年度から起算して７年以内であれば退学時と同一の学科・専攻・専修への再入学を願い

出ることができ、教授会で選考の上、それを許可することがあります。 

再入学が認められた場合には、原則として退学時に適用されていたカリキュラムを継続して適用します。ま

た、在学年数や成績の情報も引き継がれます。ただし、場合によっては既修の授業科目全て、または一部を再

び履修しなければならないことがあります。 

なお、再入学する時期は毎学期の始め限りとし、退学した日の属する翌学期には再入学はできません。また、

再入学は一回限りとしますので、再入学後に再度退学をした場合、それ以降は再入学をすることができません。 

 

＜例＞2019 年度に入学した学生が 2020 年度末（２年終了時）で退学し、2023 年度に再入学する場合 

 

学年 １年生 ２年生   ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 ７年生 ８年生 ※９年以上は 

在学不可 

年度 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

学期 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 

再入学 

可否 

    × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × 

 ・2021 年度秋学期～2027 年度秋学期の再入学を願い出ることができます。 

（2021 年度春学期は退学した日の属する翌学期にあたるため、再入学をすることができません。） 

※秋学期に再入学する場合、通年科目を科目登録することはできません。 

 ・再入学が認められた場合には、３年生として入学することになります。 

 ・再入学後の在学可能年数は６年間です。（退学前の在学年数と合計して８年間在学することが可能です。） 

 ・在学中に休留学をした場合は、再入学する学年等が上記原則と異なる場合があります。 

 

２．出願・選考について                            

（１）出願 

以下に従い、教育学部事務所に再入学願（所定書式）を提出してください。 

＜出願資格＞ 

①任意退学を許可された学生、または学費未納により抹籍となり措置退学とみなされた学生 

②残りの在学可能年数で卒業できる見込みがあること 

 

＜提出書類＞ 

 ・再入学願（所定書式） 

 ・退学した理由が解消された理由書（診断書、残高証明等） 

 

入学 再入学（2023.04.01） 退 学

(2011.03.31) 



＜出願方法＞ 

  教育学部ホームページの「再入学申請フォーム」から必要事項の入力および書類のアップ 

ロードを行う。 

※ 窓口や郵送での書類提出は、確認漏れの防止のため受け付けておりません。ご了承くだ 

さい。 

  ※ 申請日時は「全ての必要書類が不備なく揃った状態でフォームからの申請が完了した 

時刻のログ」に基づき判断します。「書類の不備」や「デバイス/ネットワークの不具合」 

等による遅延は認められませんので、期日までに余裕を持って申請してください。 

※ 必要書類のアップロードにおいては、スキャンなどで必要なデータを用意し、画像ファ 

イル（拡張子が[.jpeg][.jpg][.gif][.png]のもの）または PDF（拡張子が[.pdf]のも 

の）にて提出してください。 

 

＜出願期限＞ 

  ４月再入学(4/1)  ：再入学を希望する前年度の 11 月末 

  ９月再入学(9/21) ：再入学を希望する年度の 4 月末 

 

（２）選考 

 学科専攻専修主任および教務主任（学生担当）と面接を行います。面接実施後、教授会の承認が得られた場

合、正式に再入学が認められます。 

※遠方にお住まいで、面接のために大学に来ることが難しい場合は、出願に先立って下記の「お問い合わせ

先」までご相談ください。 

 

（３）結果通知 

 再入学願に記入された住所宛てに通知を送付します。 

 

３．学費納入について 

・再入学が認められた場合、入学手続時に再入学をする学期分の学費を徴収します。期日までに納入が確認で

きない場合には、再入学許可が取り消されます。 

・納入金額は、再入学が認められた方に対して個別にお知らせします。なお、入学金は不要です。 

【注意】学費未納による抹籍者について 

学費未納により抹籍となり措置退学とみなされた方の再入学が認められた場合、未納分の学費を納入する必要はありません。 

ただし、再入学手続時に未納分の学費を納入することで、抹籍となった日の前日までを旧学籍にて本学に在籍していた期間とみなすこ

とができます。この場合、再入学後に在学可能な年数は減りますが、在籍していた期間内に修得した単位が復活します。 

以 上 

◆◇お問い合わせ先 

早稲田大学 教育学部事務所 

 〒169‐8050 東京都新宿区西早稲田１‐６‐１ 

TEL：03-3202-2379 FAX：03-3202-2549 E-mail：school-of-education@list.waseda.jp 


